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令和８年度 大田市地域力向上プログラム事業交付金 

募 集 要 領 

 

大田市地域力向上プログラム事業交付金は、市内のまちづくり団体（※）が令和８年度

中に行う事業に対し、交付金を交付することにより地域課題解決に向けた取り組みを支

援し、持続可能なまちづくり（小さな拠点づくり）に寄与することを目的とします。 

※まちづくり団体…大田市内に事務所又は活動拠点を有し、地域活性化を目的に活動す 

る地域住民グループ、ボランティア団体、ＮＰＯ法人をいう。 
 

申請要件 

○対象事業 

 １ まちづくり団体が行う地区まちづくり推進事業（ソフト事業及びハード事業）。 
 

 ２ 対象となる事業は次のとおりです。 

  （１）買い物支援や高齢者への配食・見守りサービス、助け合い制度など、生活機

能の確保につながる事業 

（２）自治会輸送など生活交通の確保につながる事業 

（３）地域資源を生かした特産品づくりや販路開拓など、地域産業の振興につなが

る事業 

（４）ＵＩターン者等の定住促進につながる事業 

３ 対象とならない事業は次のとおりです。 

（１）政治、宗教及び営利を目的とする事業 

（２）大田市からの他の補助金等の交付を受けている事業 

（３）他の団体を補助する事業 

（４）事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する事業 

（５）施設の改修、土地や建物の購入及び借上げを主たる目的とした事業 

 

○対象経費 

１ 交付金の対象となる経費は、次のとおりです。 

（ソフト事業） 

対象事業を実施するために必要な経費。ただし、ソフト事業費のうち本交付金の

総額が１０万円以上の事業に限ります。 

  （ハード事業） 

   ソフト事業の効果をより高めるために必要な経費。 

   なお、１０万円以上(自主財源は算入しない)のソフト事業（※）を伴わないハード

部門（備品購入や施設整備費）だけの事業は対象外です。 

   ※ここでいうソフト事業は本事業の交付金のほか、市以外の団体からの助成金や

補助金等の交付を受け実施するものに限ります。 
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  ①謝金（申請団体の構成員に対する謝金は対象外） 

  ②旅費 

  ③材料費及び消耗品費 

  ④食糧費（事業実施のために真に認められる必要最小限の費用のみ対象） 

  ⑤印刷製本費 

  ⑥委託料（助成対象事業費の１／２を上限とする） 

  ⑦使用料及び借り上げ料 

  ⑧通信運搬費 

  ⑨備品購入費（汎用性のあるものを除く。補助対象経費の１／２以下の額） 

  ⑩その他事業実施に必要と認められる経費 

  ※補足資料の熟読をお願いします。 

 

２ 対象とならない経費 

①申請団体の運営経費（役職員の給料・報酬・退職積立金・退職金・家賃・ 

光熱水費等） 

②施設の維持管理費 

③団体等の従前からの経常的活動経費 

 

○交付金の額 

交付限度額は５０万円（１事業あたり）。 

補助率は、事業に要する経費の９/１０以内とします。 

なお、交付額は予算の範囲内で調整します。 

 

○交付金の対象期間 

同一団体が実施する同一目的の事業期間は３年以内とします。 

また、複数年度にわたる事業は、事業開始年度に全体計画の概要を示し、助成金の

交付申請は年度ごとに行うこととします。 

ただし、ハード事業については２年度目以降の交付は行いません。 

 

○交付団体及び交付金の決定 

交付団体は、大田市地域力向上プログラム事業交付金審査委員会（以下「審査会」

という。）の審査に基づき市長が決定し、交付金交付決定通知書（様式第２号）によ

り通知します。 

また、不採択の場合も別途通知します。 

  なお、審査結果は市の公式サイトにより公表します。 
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申請 

交付金の交付を受けようとする団体は、大田市地域力向上プログラム事業交付金交

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて所定の期間内に提出してください。 

（１）事業実施計画書 

（２）事業スケジュール 

（３）収支予算書 

（４）備品購入の場合は、備品管理規程、見積書、カタログ等 

  （５）施設整備費の場合は、設計図、見積書、現況写真等 

  （６）上記（４）及び（５）の際は、保管や整備する施設所有者の同意書 

  （７）事業が複数年度にわたる場合は、事業開始年度に事業継続実施計画書 

  （８）その他参考となる資料 

（団体概要書：規約、会則、構成員名簿、前年度決算書等） 

   ※審査に必要な場合、別に資料の提出をお願いすることがあります。 

   ※パソコン入力可能な様式は本市ホームページよりダウンロードできます。内容

は簡潔に箇条書きとし、形式を変えず入力してください。 

   ※電子データによる提出を可とします（拡張子：ワード、エクセルとする）。提

出書類には、事業内容、実施方法だけでなく、事業実施により得られる効果、

予算の裏付け等について十分な説明を記載してください。 

   ※申請書類は事業採択の参考とします。 

 

○申請受付期間 

  令和８年５月１日（金）～５月２９日（金）１７：００まで 

（まちづくり定住課必着） 

 

○申請書提出先 

大田市役所まちづくり定住課（受付時間 ８：３０～１７：００） 

※事前相談を希望される場合は、５月２２日（金）までに、ご相談をしてくださ

い。（なお、今年度より事業説明会等は実施いたしません。） 

不明な点等ありましたら、お気軽に市役所まちづくり定住課までお問い合わせ 

ください。 

 

○質問票の提出 

  各団体から提出された申請書類一式を事前に審査委員に配布し、内容に疑義がある

場合、提案者に対して質問票の提出を求めます。 

  【提出期限】令和８年６月１９日（金）１７：００まで 

※期限までに提出が無い場合、申請書類のみでの審査・選考となりますので、ご

注意ください。 
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審査方法 

〇審査方法 

  提出書類（申請書類及び質問票）を元に、審査会を実施し、市の部長級職員（計６

名）が審査・選考を行い、採択事業を決定します。 

 

○審査基準 

  次に掲げる基準をもとに総合的に判断します。 

（１）交付対象の事業であるか 

（地域課題解決に向けた取り組みか、地域力の向上につながるか、等） 

（２）公益性の検討 

（社会的公益性の高い事業か、多くの地域住民に波及するか、等） 

（３）継続性・発展性 

     （事業に継続性・発展性があるか、等） 

（４）地域住民の参加 

  （多くの地域住民をまきこんでいく仕掛けがあるか、等） 

（５）予算書の検討 

（合理的な予算であるか、実行可能な予算であるか、等） 

（６）団体の活動状況・組織体制等を勘案する 

（７）過去の「地区まちづくり推進事業」における交付状況 

（これまでの交付回数、その交付回数にふさわしい事業か、交付金の交付を 

継続する必要性があるか、等） 

（８）ハード事業の内容 

      （ソフト事業の効果をより高めるためのハード事業か、等） 

  （９）助成金の対象期間 

  （同一団体が実施する同一目的の事業期間は３年以内とする、等） 

 

○審査会 

 ◆日 時  令和８年６月２６日（金）１０：００～予定 

 ◆場 所  大田市役所 ２階第１会議室 
 

 

 

結果通知 

   令和８年７月初旬発送予定 
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事業実施の際の注意事項 

（１）事業実施については、「大田市地域力向上プログラム事業」であることを、事

業実施の際に案内していただくとともに、チラシやポスター、広報誌等印刷物

にもその旨記載してください。 

  （２）作成した印刷物は、報告書に添付してください。 

  （３）事業を実施しなかった場合、又は事業の内容や支出項目が申請の内容と著し

く異なった場合には、速やかにご連絡ください。 

 

 

実績報告書 

（１）事業が完了したときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金実績報告書

（様式第６号）を提出してください。 

（２）実績報告書の提出期限は、交付決定にかかる会計年度の末日又は事業完了の

日から１か月を経過した日のいずれか早い日までとします。 

 

 

実績報告書に添付する資料 

  （１）活動報告書 

  （２）収支決算書 

  （３）領収書等 

  （４）交付金決定通知書の写し 

（５）その他、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 【お問い合わせ先】 

 大田市政策企画部まちづくり定住課 

 住 所：〒694-0064 大田市大田町大田ロ 1111 

電 話：0854-83-8030、または 0854-83-8031 

メールアドレス：o-matidukuri@city.oda.lg.jp 


